
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成１１年１月２６日付けで認可

した本多山会館連合町内会について変更の届出があったため，同条第１０項の規定により

次のとおり告示します。 

  令和４年６月１日 

京都市長 門川 大作   

 変更があった事項及びその内容 

 １ 区域 

変更前 変更後 

京都市東山区泉涌寺東林町 

４３番，４３番１，４３番２，４３番４，

４３番６から４３番９，４３番１１，４３

番１３から４３番１８,４３番２０,４３

番２３から４３番２７,４３番２９から４

３番５３,４３番５５から４３番５９, ５

２番 

京都市東山区本町１５丁目 

７５１番１,７５１番６から７５１番８,

７５１番１０から７５１番１３,７５１番

１５から７５１番２３,７５１番２６から

７５１番３１,７５１番３４から７５１番

５０,７８５番２から７８５番１０ 

京都市東山区今熊野南谷町 

１番１,１番３,１番４,１番９から１番５

２,２番２,２番６から２番１６,３番１,

３番３,３番５,３番６,４番,４番６,４番

９から４番１８,５番１,５番７,５番８,

５番１１,５番１２,５番１５から５番３

９,６番,６番１から６番２５,９番,９番 

京都市東山区本町１５丁目 

７５１番１,７５１番６から７５１番８,

７５１番１０から７５１番１３,７５１番

１５から７５１番２３,７５１番２６から

７５１番３１,７５１番３４から７５１番

５０,７８５番２から７８５番１０ 

京都市東山区今熊野南谷町 

１番１,１番３,１番４,１番９から１番５

２,２番２,２番６から２番１６,３番１,

３番３,３番５,３番６,４番,４番６,４番

９から４番１８,５番１,５番７,５番８,

５番１１,５番１２,５番１５から５番３

９,６番,６番１から６番２５,９番,９番

１から９番３,１０番，１２番,１２番２,

１３番,１３番１,１３番３から１３番８,

１４番, １４番１,１４番３から１４番１

５,１５番,１５番１,１５番３から１５番

１１,１６番,１６番１,１６番３から１６

番１７,１６番１９から１６番４７,１７

番１,１７番２,１８番１,１８番２,１８ 

 

１７１



１から９番３,１０番，１２番,１２番２,

１３番,１３番１,１３番３から１３番８,

１４番, １４番１,１４番３から１４番１

５,１５番,１５番１,１５番３から１５番

１１,１６番,１６番１,１６番３から１６

番１７,１６番１９から１６番４７,１７

番１,１７番２,１８番１,１８番２,１８

番４から１８番９,１８番１１から１８番

１３,１８番１５から１８番２２,１８番

２４から１８番３７,１８番４２,１８番

５３から１８番５５,１９番１,１９番２,

２１番,２１番１,２２番,２２番１,２４

番１,２４番２,２５番,２８番,２９番 

番４から１８番９,１８番１１から１８番

１３,１８番１５から１８番２２,１８番

２４から１８番３７,１８番４２,１８番

５３から１８番５５,１９番１,１９番２,

２１番,２１番１,２２番,２２番１,２４

番１,２４番２,２５番,２８番,２９番 

 

 ２ 代表者 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 宇野 成昌 稲澤 仁志  

代表者の住所 
京都市東山区泉涌寺東林町４

３番地の４   

京都市東山区今熊野南谷町１

８番地３５  

（文化市民局地域自治推進室） 


